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磐田都市計画下水道の変更(静岡県決定) 

 
磐田都市計画天竜川左岸流域下水道（磐南処理区）を廃止する。 
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理 由 

 

下水道事業の円滑な執行を図るため、磐田都市計画における天竜川左岸流

域下水道（磐南処理区）を廃止する。 
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変更理由 

 

天竜川左岸流域下水道は、磐田市の市街地を中心とする公共用水域の水質

改善を目的として昭和 56 年に都市計画を定め、旧磐田市、旧福田町、旧竜洋

町、旧豊田町の１市３町にまたがる流域下水道として、静岡県が事業主体と

なり、整備と維持管理を実施してきた。 

同流域下水道は、平成 17 年４月１日の市町村合併により、下水道法第２条

第４項イの規定する「二以上の市町村の区域」との要件を満たさなくなった

ことから、「市町村の合併の特例に関する法律」（昭和 40 年法律第６号）第

14 条第１項の規定に基づき、静岡県、旧磐田市、旧福田町、旧竜洋町、旧豊

田町、旧豊岡村の６者で協議し、平成 27 年３月 31 日を期日として、同流域

下水道を本市に移行する協議書を取り交わした。 

このため、同流域下水道、流域下水道幹線、終末処理場及び処理場放流幹

線を廃止する。なお、廃止した施設については、磐田市が磐田市公共下水道

として必要に応じて都市計画に定める。 
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変更概要書 

 

１ 下水道の名称  （天竜川左岸流域下水道（磐南処理区）） 

                   －  

 

２ 排水区域 

上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 
名称 備考 

（天竜川左岸流域下水道（磐南処理区）） 
         － 廃止 

 

３ 下水管渠 

上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

  位置 備 
内訳 起点 終点 考 

(磐南幹線) 
－ 

 (磐田市須恵新田字寄州) 
－ 

 (磐田市海老塚字村東) 
－ 

廃 
止 

(福田幹線) 
－ 

 (磐田市大中瀬字向井) 
－ 

 (磐田市南田伊兵衛新田字中山添) 
－ 

廃 
止 

(竜洋幹線) 
－ 

 (磐田市飛平松字新田) 
－ 

 (磐田市駒場字駒場上) 
－ 

廃 
止 

(磐南浄化センター 
放流渠) 
－ 

 (磐田市中瀬字新発) 
－ 

 (磐田市大中瀬字新田) 
－ 

廃 
止 

「区域は計画図表示のとおり」 

 
４ その他の施設 

上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

内訳 位置 備考 

(磐南浄化センター) 
－ 

(磐田市須恵新田字寄州、 
小中瀬字新発、小中瀬字寄州、 
大中瀬字新発、竜洋稗原字寄州、 
竜洋稗原字新田、中平松字寄州) 

－ 

約 
 
(130,200 ㎡) 
－ 

廃止 

「区域は計画図表示のとおり」 
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磐田都市計画下水道の変更(磐田市決定) 

 
磐田都市計画磐田市公共下水道（豊岡処理区）を廃止する。 
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磐田都市計画下水道の変更(磐田市決定) 

 
磐田都市計画磐田市公共下水道（磐南処理区）の「１．下水道の名称」を
磐田市公共下水道に変更し、「２．排水区域」を次のように変更する。 
また、「３．下水管渠」に磐南浄化センター放流渠、豊岡クリーンセンタ
ー放流渠を次のように追加し、西部３号汚水幹線、南部１号汚水幹線、福田
中央１号汚水幹線、竜洋中央１号汚水幹線、竜洋西部１号汚水幹線、竜洋特
環１号汚水幹線、竜洋特環２号汚水幹線、竜洋特環３号汚水幹線、竜洋東部
１号汚水幹線、豊田１号汚水幹線を廃止し、中央５号汚水幹線を磐南幹線に
名称変更するとともに起終点位置を次のように変更する。 
さらに、「４．その他の施設」に磐南浄化センター、豊岡クリーンセンタ
ーを次のように追加する。 
 
１. 下水道の名称    磐田市公共下水道 
 
２. 排水区域 
  「排水区域は総括図表示のとおり」 
     （備考） 面   積   汚 水  約 2,983 ha 
                  雨 水  約 2,898 ha 
 
３. 下水管渠 
  位置   

内訳 起点 終点 備考 

磐南幹線 磐田市須恵新田字寄州 磐田市二之宮字沼原 変更 
磐南浄化センター 

放流渠 
磐田市大中瀬字酉新田 磐田市須恵新田字寄州 追加 

豊岡クリーンセンター 
放流渠 

磐田市松之木島字東川原 磐田市掛下字大松四ノ割 追加 

「区域は計画図表示のとおり」 
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４. その他の施設 

内訳 位置 備考 

鳥之瀬排水ポンプ場 磐田市鳥之瀬 約 630 ㎡ (雨水) 

西御殿川排水ポンプ場 磐田市中泉字西御殿 約 640 ㎡ (雨水) 

今之浦第１ポンプ場 磐田市見付字平治谷新田 約 3,400 ㎡ (雨水) 

今之浦第２ポンプ場 磐田市見付字西川尻 約 2,100 ㎡ (雨水) 

今之浦第３ポンプ場 磐田市二之宮東 約 2,000 ㎡ (雨水) 

今之浦第４ポンプ場 磐田市二之宮字沼原 約 13,200 ㎡ (雨水) 

谷田川排水ポンプ場 磐田市二之宮字谷田 約 1,800 ㎡ (雨水) 

南部第１排水ポンプ場 磐田市福田字外野 約 2,400 ㎡ (雨水) 

南部第４排水ポンプ場 磐田市福田字浜野 約 430 ㎡ (雨水) 

塩新田排水ポンプ場 磐田市宇兵衛新田字立川 約 1,910 ㎡ (雨水) 

中川排水ポンプ場 磐田市福田字村前 約 4,000 ㎡ (雨水) 

大島排水ポンプ場 磐田市豊浜字二の坪 約 3,490 ㎡ (雨水) 

浜橋排水ポンプ場 磐田市大中瀬字酉新田 約 1,270 ㎡ (雨水) 

竜洋中央第１中継ポンプ場 磐田市豊岡字敷地 約 160 ㎡ (汚水) 

竜洋西部第１中継ポンプ場 磐田市川袋字中雨垂 約 60 ㎡ (汚水) 

竜洋特環第１中継ポンプ場 磐田市駒場字駒場中 約 100 ㎡ (汚水) 

竜洋特環第２中継ポンプ場 磐田市西平松字西 約 120 ㎡ (汚水) 

竜洋特環第３中継ポンプ場 磐田市飛平松字新田 約 110 ㎡ (汚水) 

磐南浄化センター 

磐田市須恵新田字寄州、小中瀬
字新発、小中瀬字寄州、大中瀬
字新発、竜洋稗原字寄州、竜洋
稗原字新田、中平松字寄州 

約 130,200 ㎡ 
(汚水) 
 追加 

豊岡クリーンセンター 磐田市掛下字大松四ノ割 約 23,800 ㎡ 
(汚水) 
追加 

「区域は、浜橋排水ポンプ場、竜洋特環第１中継ポンプ場、竜洋特環第２中継ポンプ
場、竜洋特環第３中継ポンプ場については、昭和 56 年 8 月 1 日竜洋町告示第 10号、西
御殿川排水ポンプ場については、昭和 56 年 8 月 1日磐田市告示第 41号、塩新田排水ポ
ンプ場については、昭和 56 年 11 月 10 日福田町告示第 45 号、南部第１排水ポンプ場、
南部第４排水ポンプ場については、昭和 59 年 9 月 27 目福田町告示 70号、竜洋中央第１
中継ポンプ場、竜洋西部第１中継ポンプ場については、昭和 61年 10 月 1日竜洋町告示
第 17号、鳥之瀬排水ポンプ場、今之浦第１ポンプ場、今之浦第２ポンプ場、今之浦第３
ポンプ場については、平成 5年 1月 8日磐田市告示第 2号、谷田川排水ポンプ場につい
ては、平成 6年 12月 27 日磐田市告示第 72号、大島排水ポンプ場については、平成 12
年 10 月 31 日福田町告示第 114 号、中川排水ポンプ場については、平成 15年 7月 2 日福
田町告示第 81号、今之浦第４ポンプ場については、平成 19年 2月 26 日磐田市告示第
14 号の計画図表示のとおり」 
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理由 
 
公共下水道における下水管渠及びその他の施設を追加し、公共用水域の水
質保全及び住民の生活環境の改善を図るため、本案のとおり変更する。 
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変更理由 
 
（１）下水道の廃止 

市町村合併に伴い、「磐田市公共下水道（磐南処理区）」と「磐田市公
共下水道（豊岡処理区）」を一体的な排水区域として定めるため、「磐田
市公共下水道（豊岡処理区）」を廃止する。 
 
（２）下水道の名称 

「磐田市公共下水道（磐南処理区）」を「磐田市公共下水道」に改める。 
 
（３）排水区域 

廃止する「磐田市公共下水道（豊岡処理区）」の排水区域約 200ha を追
加する。 
 
（４）下水管渠 

廃止する「磐田市公共下水道（豊岡処理区）」の管渠施設を追加する。 
また、「天竜川左岸流域下水道」は、平成 17 年４月１日の市町村合併

により、下水道法第２条第４項イの規定する「二以上の市町村の区域」と
の要件を満たさなくなったことから、「市町村の合併の特例に関する法
律」（昭和 40 年法律第６号）第 14 条第１項の規定に基づき、静岡県、旧
磐田市、旧福田町、旧豊田町、旧竜洋町、旧豊岡村の６者で協議し、平成
27 年３月 31 日を期日として、同流域下水道を本市に移行する協議書を取
り交わした。この協議書に基づき、「天竜川左岸流域下水道（磐南処理区）」
に係る都市計画は静岡県において廃止し、廃止する管渠施設を追加する。 
さらに、流域下水道幹線の移管に伴い、排水区域が 1,000ha 以下となる

管渠施設の廃止を行うとともに、「中央５号汚水幹線」の名称を「磐南幹
線」に変更する。 
 
（５）その他の施設 

廃止する「磐田市公共下水道（豊岡処理区）」及び「天竜川左岸流域下
水道（磐南処理区）」の処理施設を追加する。 
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変 更 概 要 書 
 

１ 下水道の名称    (磐田市公共下水道（豊岡処理区）) 

                                － 

２ 排水区域 

上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

名 称 面 積 備 考 

(磐田市公共下水道（豊岡処理区）) 
－ 

(約 200 ha(汚水)) 
－ 

(約 200 ha(雨水)) 
－ 

廃止 

 

３ 下水管渠 

上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

  位置   
内訳 起点 終点 備考 

(豊岡１号汚水幹線) 
－ 

 (磐田市松之木島字東川原) 
－ 

 (磐田市松之木島字東川原) 
－ 

廃止 

 (豊岡クリーン 
センター放流渠) 

－ 

 (磐田市松之木島字東川原) 
－ 

 (磐田市掛下字大松四ノ割) 
－ 

廃止 

 

４ その他の施設 
上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

内訳 位置 備考 
(磐田市豊岡クリーンセンター) 

－ 
(磐田市掛下字大松四ノ割) 

－ 
約 
 
(23,800 ㎡) 
－ 

(汚水) 
廃止 
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変 更 概 要 書 
 

１ 下水道の名称    (磐田市公共下水道（磐南処理区）) 

                         磐田市公共下水道 

２ 排水区域 

上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

名 称 面 積 備 考 

(磐田市公共下水道（磐南処理区）) 
磐田市公共下水道 

(約 2,783 ha(汚水)) 
約 2,983 ha(汚水) 
(約 2,698 ha(雨水)) 
約 2,898 ha(雨水) 

変更 
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３ 下水管渠 

上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

  位置   
内訳 起点 終点 備考 

(中央５号汚水幹線) 
磐南幹線 

(磐田市天竜字高分寺) 
磐田市須恵新田字寄州 

(磐田市二之宮字北川瀬) 
磐田市二之宮字沼原 変更 

西部３号汚水幹線 
(磐田市中泉字大乗院坂) 

－ 
(磐田市中泉字大乗院坂) 

－ 廃止 

南部１号汚水幹線 
(磐田市千手堂字須賀) 

－ 
(磐田市下岡田字松下) 

－ 廃止 

福田中央１号汚水幹線 
(磐田市南田伊兵衛新田字中山添) 

－ 
(磐田市南田伊兵衛新田字中山添) 

－ 廃止 

竜洋中央１号汚水幹線 
(磐田市駒場字駒場上) 

－ 
(磐田市豊岡字敷地) 

－ 廃止 

竜洋西部１号汚水幹線 
(磐田市豊岡字金洗) 

－ 
(磐田市川袋字中雨垂) 

－ 廃止 

竜洋特環１号汚水幹線 
(磐田市駒場字駒場上) 

－ 
(磐田市駒場字駒場上) 

－ 廃止 

竜洋特環２号汚水幹線 
(磐田市飛平松字新田) 

－ 
(磐田市中平松字宮東) 

－ 廃止 

竜洋特環３号汚水幹線 
(磐田市中平松字宮東) 

－ 
(磐田市飛平松字新田) 

－ 廃止 

竜洋東部１号汚水幹線 
(磐田市須恵新田字寄州) 

－ 
(磐田市飛平松字新田) 

－ 廃止 

豊田１号汚水幹線 
(磐田市海老塚字村東) 

－ 
(磐田市下万能) 

－ 廃止 
( － ) 

磐南浄化センター 
放流渠 

( － ) 
磐田市大中瀬字酉新田 

( － ) 
磐田市須恵新田字寄州 

追加 

以上、磐南処理区 

( － ) 
豊岡クリーンセンター 

放流渠 

( － ) 
磐田市松之木島字東川原 

( － ) 
磐田市掛下字大松四ノ割 

追加 

以上、豊岡処理区 
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４ その他の施設 
上段( )は変更前 

下段赤字は変更後 

内訳 位置 備考 

鳥之瀬排水ポンプ場 磐田市鳥之瀬 約 630 ㎡ (雨水) 

西御殿川排水ポンプ場 磐田市中泉字西御殿 約 640 ㎡ (雨水) 

今之浦第１ポンプ場 磐田市見付字平治谷新田 約 3,400 ㎡ (雨水) 

今之浦第２ポンプ場 磐田市見付字西川尻 約 2,100 ㎡ (雨水) 

今之浦第３ポンプ場 磐田市二之宮東 約 2,000 ㎡ (雨水) 

今之浦第４ポンプ場 磐田市二之宮字沼原 約 13,200 ㎡ (雨水) 

谷田川排水ポンプ場 磐田市二之宮字谷田 約 1,800 ㎡ (雨水) 

南部第１排水ポンプ場 磐田市福田字外野 約 2,400 ㎡ (雨水) 

南部第４排水ポンプ場 磐田市福田字浜野 約 430 ㎡ (雨水) 

塩新田排水ポンプ場 磐田市宇兵衛新田字立川 約 1,910 ㎡ (雨水) 

中川排水ポンプ場 磐田市福田字村前 約 4,000 ㎡ (雨水) 

大島排水ポンプ場 磐田市豊浜字二の坪 約 3,490 ㎡ (雨水) 

浜橋排水ポンプ場 磐田市大中瀬字酉新田 約 1,270 ㎡ (雨水) 

竜洋中央第１中継ポンプ場 磐田市豊岡字敷地 約 160 ㎡ (汚水) 

竜洋西部第１中継ポンプ場 磐田市川袋字中雨垂 約 60 ㎡ (汚水) 

竜洋特環第１中継ポンプ場 磐田市駒場字駒場中 約 100 ㎡ (汚水) 

竜洋特環第２中継ポンプ場 磐田市西平松字西 約 120 ㎡ (汚水) 

竜洋特環第３中継ポンプ場 磐田市飛平松字新田 約 110 ㎡ (汚水) 

( － ) 
磐南浄化センター 

( － ) 
磐田市須恵新田字寄州、 
小中瀬字新発、 
小中瀬字寄州、 
大中瀬字新発、 
竜洋稗原字寄州、 
竜洋稗原字新田、 
中平松字寄州 

 
約 

( － ) 
130,200 ㎡ 

 
(汚水) 

以上、磐南処理区 

( － ) 
豊岡クリーンセンター 

( － ) 
磐田市掛下字大松四ノ割 

 
約 

( － ) 
23,800 ㎡ 

 
(汚水) 

以上、豊岡処理区 

 

第２号議案
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磐田都市計画道路中3・4・60号川原平松線を廃止し、3・4・61号城ノ越線を次のように変更する。

区域

番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における鉄
道等との交差の構造

3・4・61 城ノ越線 磐田市 磐田市 磐田市 約 1,290 ｍ 地表式 2車線 16m
上神増 社山 社山
字欠ノ下 字越前 字椿平

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

幹
線
街
路

磐田都市計画道路の変更　（静岡県決定）

備考

名称 位置 構造
種
別

幹線道路と平面交差1箇
所

第３号議案
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理 由  
 
 

都 市 の 将 来 像 を 見 据 え た 合 理 的 な 道路 ネ ッ ト ワ ー ク を 再 構 築
す る た め 、 都 市 全 体 と し て の 施 設 の配 置 や 規 模 に 関 す る 再 検 証
を 行 っ た 結 果 、 3･4･6 0 号 川 原 平 松 線 及 び 3･4･6 1 号 城 ノ 越 線 を
本 案 の と お り 変 更 す る 。  

 
 

第３号議案
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変更理由 

  
 本市の都市計画道路の多くは、高度経済成長期における人口増加、市街
地の拡大、これに伴う自動車交通量の増加を前提として計画されてきたが、
近年における少子高齢化に伴う人口減少、自動車交通量の減少予測等の急
激な社会経済情勢の変化により、計画決定当初の必要性や配置、規模にも
変化が生じている。 
このことから、都市の将来像を見据えた合理的な道路ネットワークを再

構築するため、都市全体としての施設の配置や規模に関する再検証を行っ
た結果、3･4･60 号川原平松線及び 3･4･61 号城ノ越線を本案のとおり変更
する。 

 
3･4･60 号川原平松線は、旧豊岡村中心部における将来の都市的土地利用

を見据え、主要地方道浜北袋井線から旧豊岡村中心部を南北に結ぶ幹線道
路として平成３年に都市計画決定されている。 
その後、本市では、平成 17 年４月の市町村合併を経て、平成 20 年２月

に「磐田市都市計画マスタープラン」を策定し、その中で、当該地域の将
来の都市的土地利用を見据えたまちづくりも見直され、良好な営農環境と
自然環境の保全に努め、それらと調和する快適な居住環境を創出するまち
づくりの推進を図ることとなった。 
これら地域の都市の将来像の変化に伴い、当該路線の必要性も変化し、

また、現道や代替路により道路機能も確保されていることから、当該路線
の全区間を廃止する。 
 
3･4･61 号城ノ越線は、新平山工業団地の市街化区域への編入に伴い、工

業団地への円滑な交通体系の確保及び円滑な都市活動の形成を目的に、3･
4･60 号川原平松線と 3･4･62 号新平山線を東西に結ぶ幹線道路として平成
３年に都市計画決定されている。 
本市の北部エリアは、平成 24 年４月に開通した 1･2･1 号第二東名自動

車道浜松浜北インターチェンジや森掛川インターチェンジからのアクセ
スに優れており、また、平成 23 年３月の東日本大震災以降、内陸部への
産業用地需要が高まる中、新平山工業団地北側に隣接する下野部地区を平
成 25 年７月に市街化区域に編入し、新平山工業団地及び下野部工業団地
と一体となった産業基盤の整備促進を図っている。 
これを踏まえ、予測される交通需要に対して円滑な交通処理が可能とな

るよう周辺道路網の見直しを行った結果、3･4･62 号新平山線の一部区間の
道路機能を西側市道に変更するのに伴い、当該路線の終点部分の一部区間
を廃止する。この他、起点位置及び法面区域について所要の変更を行う。 

第３号議案
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区域

番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における鉄
道等との交差の構造

3・4・60 川原平松線 磐田市 磐田市 磐田市 約 3,600 ｍ 地表式 2車線 16m

下野部 平松 上神増

字西山 字寺谷 字沢上

3・4・61 城ノ越線 磐田市 磐田市 磐田市 約 1,290 ｍ 地表式 2車線 16m 幹線道路と平面交差1箇

上神増 社山 社山
字欠ノ下 字越前 字椿平

3・4・61 城ノ越線 磐田市 磐田市 磐田市 約 1,440 ｍ 地表式 2車線 16m

上神増 敷地 社山

字欠ノ下 字谷田ヶ谷 字椿平

上段：（黒）変更後　　　　　　　　　
　　　　（青下線）変更箇所　　　　
下段：（赤）既決定　　　　　　　　　

幹
線
街
路

幹
線
街
路

構造
種
別

－－ － －－ － －－

変　　更　　概　　要　　書

備考

名称 位置

－ 廃止

天竜浜名湖鉄道と立体交
差

自動車専用道路と立体交
差1箇所

幹線道路と平面交差2箇
所

－

幹線道路と平面交差2箇
所

第３号議案
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磐田都市計画道路中3・4・62号新平山線を次のように変更する。

区域

番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における鉄
道等との交差の構造

3・6・62 新平山線 磐田市 磐田市 磐田市 約 2,700 ｍ 地表式 2車線 11m
下野部 社山 下野部
字太田 字中ノ田 字新平山

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

種
別

幹
線
街
路

天竜浜名湖鉄道と立体交
差

自動車専用道路と立体交
差1箇所

幹線道路と平面交差2箇
所

磐田都市計画道路の変更　（磐田市決定）

備考

名称 位置 構造

第４号議案
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理 由  
 
 

都 市 の 将 来 像 を 見 据 え た 合 理 的 な 道路 ネ ッ ト ワ ー ク を 再 構 築
す る た め 、 都 市 全 体 と し て の 施 設 の配 置 や 規 模 に 関 す る 再 検 証
等 を 行 っ た 結 果 、 3･ 4 ･ 6 2 号 新 平 山 線 を 本 案 の と お り 変 更 す る 。 

 

第４号議案
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変更理由 

 
 3･4･62 号新平山線は、新平山工業団地の市街化区域への編入に伴い、工
業団地への円滑な交通体系の確保及び円滑な都市活動の形成を目的に、3･
4･61 号城ノ越線から 3･4･59 号天王山線を南北に結ぶ幹線街路として平成
３年に都市計画決定されている。 
本市の北部エリアは、平成 24 年４月に開通した 1･2･1 号第二東名自動

車道浜松浜北インターチェンジや森掛川インターチェンジからのアクセ
スに優れており、また、平成 23 年３月の東日本大震災以降、内陸部への
産業用地需要が高まる中、新平山工業団地北側に隣接する下野部地区を平
成 25 年７月に市街化区域に編入し、新平山工業団地及び下野部工業団地
と一体となった産業基盤の整備促進を図っている。 
これを踏まえ、予測される交通需要に対して円滑な交通処理が可能とな

るよう周辺道路網の見直しを行った結果、当該路線の一部区間の道路機能
を西側の市道下野部社山幹線に変更する。 

 

第４号議案
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区域

番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における鉄
道等との交差の構造

3・6・62 新平山線 磐田市 磐田市 磐田市 約 2,700 ｍ 地表式 2車線 11m
下野部 社山 下野部
字太田 字中ノ田 字新平山

3・4・62 新平山線 磐田市 磐田市 磐田市 約 2,550 ｍ 地表式 2車線 16m

下野部 敷地 下野部

字太田 字谷田ヶ谷 字新平山

上段：（黒）変更後　　　　　　　　　
　　　　（青下線）変更箇所　　　　
下段：（赤）既決定　　　　　　　　　

幹
線
街
路

天竜浜名湖鉄道と立体交
差

自動車専用道路と立体交
差1箇所

幹線道路と平面交差2箇
所

天竜浜名湖鉄道と立体交
差

自動車専用道路と立体交
差1箇所

幹線道路と平面交差2箇
所

種
別

変　　更　　概　　要　　書

備考

名称 位置 構造

第４号議案
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第５号議案
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■地域のまちづくり方針 

●土地利用の方針 

新平山工業団地については、周辺環境との調和に配慮しながら、今後とも産業の振

興を図る。また、新たな企業誘致等に対応するため、農林調整を図る中で下野部地区

や（仮称）新磐田スマート IC 周辺地区への工業地の拡大を検討する。 

市街化調整区域については、優良農地及び豊かな森林の保全を基本とし、集落地に

おける生活環境施設の整備を進める。 

豊岡支所周辺区域等については、地域生活拠点としての機能の充実を図るとともに、

地区計画に基づく土地区画整理事業等により市街地整備を進める。 

地区南部の天竜川左岸一帯については、交通利便性の充実等に伴う開発行為を適切

に誘導し無秩序な市街化の抑制を図ることを基本としつつ、この利便性の高い交通条

件や地域の豊かな自然環境を活かし、産業業務機能の集積や良好な住宅環境の整備な

ど計画的な土地利用を検討する。 

 
 

●都市施設（道路交通）整備の方針 

3・4・61 号 城ノ越線(16/2)、3・6・62 号新平山線(11/2)、3・4・59 号 天王山線

(16/2)の未整備区間の事業化を目指す。 

その他、(仮称)大藤下神増線、（仮称）新磐田スマート IC 周辺道路の整備を進める。 

また、(県)掛川天竜線の歩道整備等を促進する。 

市立総合病院や拠点施設などへの連絡利便の向上を図るため、既存バス網の充実や

バス代替方策の導入により、公共交通網の充実を図る。 

 

 
 
 
 
 
 

地域別構想 
１ 豊岡地区
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